
防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

情
報
伝
達
訓
練

　
地
震
や
津
波
・
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生
に
備

え
、
全
国
一
斉
に
訓
練
を
行
い
ま
す
。
こ
の
訓

練
で
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
消

防
庁
か
ら
発
信
さ
れ
た
訓
練
情
報
を
、
市
内
の

防
災
行
政
無
線
か
ら
放
送
し
ま
す
。

日
時：①
６
月
７
日（
水
）午
前
11
時
ご
ろ　
②
６

月
15
日（
木
）午
前
10
時
ご
ろ

▼
防
災
対
策
課　
☎
23‐３
５
４
８

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設 

　
　

　
６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す
。
隣

近
所
の
も
め
ご
と
、
差
別
や
名
誉
棄
損
、
体
罰

や
い
じ
め
、
職
場
で
の
セ
ク
ハ
ラ
、
Ｄ
Ｖ
な
ど

の
相
談
を
受
け
付
け

ま
す
。
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時：６
月
１
日（
木
）

午
後
１
時
30
分
～
３
時　

場
所：
田
原
福
祉
セ

ン
タ
ー
１
階　
相
談
室
２　
費
用：無
料

▼
地
域
福
祉
課　
☎
23‐３
５
１
２

計
量
器
の
定
期
検
査
を
お

忘
れ
な
く
！

　

取
引
や
証
明
に
使
用
す
る
計
量
器
の
性
能
・

精
度
を
一
定
水
準
に
保
ち
、
公
平
な
取
り
引
き

を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
検
査
で
す
。
検
査

を
受
け
ず
に
取
引
・
証
明
に
使
っ
た
場
合
、
計

量
法
違
反
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
検
査
は
忘
れ
ず
に
受
け
ま
し
ょ
う
。

実
施
日
／
場
所：
6
月
6
日（
火
）／
赤
羽
根
市

民
セ
ン
タ
ー
、６
月
7
日（
水
）渥
美
文
化
会
館
、

6
月
８
日（
木
）・
９
日（
金
）田
原
市
役
所　
時

間：
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
正
午
／
午
後
１
時

～
３
時　
検
査
手
数
料：
２
５
０
円
～（
計
量
器

の
種
類
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

そ
の
他：
業
務
に
計
量
器
を
使
用
し
て
い
る
事

業
所
で
、
一
度
も
こ
の
検
査
を
受
け
た
こ
と
の

な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
商
工
課　
☎
27‐７
３
３
１

田
原
市
地
域
職
業
相
談
室

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋
・田
原
）

　
仕
事
を
探
し
て
い
る
方
へ
の
職
業
相
談
・
紹

介
を
し
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
で
の
求
人
検
索

も
で
き
ま
す
。
お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ

い
。

場
所：
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
１
階　
利
用
日
時：

月
～
金
曜
日（
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
）午
前

９
時
30
分
～
午
後
５
時

▼
地
域
職
業
相
談
室　
☎
24‐０
０
５
０

水
道
週
間　

６
月
１
日
木
～
７
日
水

　
「
水
道
水
　
安
心
・
安
全
　
こ
れ
か
ら
も
」　

　

水
道
週
間
は
、
水
道
の
現
状
や
課
題
に
つ
い

て
理
解
と
関
心
を

高
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
毎
年

さ
ま
ざ
ま
な
活
動

が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
市
で
は
、
水

の
缶
詰「
あ
い
ち
の

水
」の
無
料
配
布
を
行
い
ま
す
。

期
日：６
月
１
日（
木
）～
な
く
な
り
次
第
終
了　

配
布
場
所：
水
道
課
お
よ
び
渥
美
支
所
、
赤
羽

根
市
民
セ
ン
タ
ー

▼
水
道
課　
☎
23‐３
５
３
２

下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま

し
ょ
う

▪
下
水
道
接
続
に
ご
協
力
を
！

　

下
水
道
は
、
私
た
ち
の
家
庭
な
ど
か
ら
出
る

生
活
排
水
を
き
れ
い
に
し
て
川
や
海
に
戻
し
、

快
適
な
生
活
環
境
を
つ
く
る
と
共
に
、
海
や
川

を
汚
染
か
ら
守
る
た
め
の
大
切
な
施
設
で
す
。

　

下
水
道
を
使
え
る
区
域
で
ま
だ
接
続
を
し
て

い
な
い
方
は
、
接
続
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▪
異
物
を
流
さ
な
い
で
！

　

下
水
道
施
設
へ
異
物
が
流
入
す
る
と
、
排
水

管
の
詰
ま
り
や
故
障
の
原
因
に
な
り
、
適
切
な

汚
水
処
理
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ト
イ
レ
に
、

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
も
の
を
流
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

▼
下
水
道
課　
☎
23‐３
５
２
５

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和5年5月│    │19

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


